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令和２年国勢調査結果に基づく過疎地域の変更について

１．変更のある市町村 

安来市 みなし過疎→全部過疎 

（参考：過疎法の規定）※人口要件と財政力要件を満たす場合に、全部過疎として指定 

要件 基準値 安来市の状況 

人口要件 

（S55→R2 の人口減少率） 
▲25％以上減少 ▲25％ 

財政力要件 

（直近 3ヵ年） 
0.40 以下 0.37 

【 根 拠 法 】 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第 43 条 

【変更の時期】 令和４年４月１日 公示予定 

２．当該変更に伴う影響 

（１）過疎地域における事業用設備等に係る特別償却（法第 23 条） 

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を対象とする事

業用設備等に係る減価償却の特例 

【国税（所得税、法人税）】 

（２）過疎地域における地方税の減収補填措置（法第 24 条） 

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に対する地方税

を条例に基づき課税免除又は不均一課税を行った場合の減収補填措置（75％

を普通交付税措置） 

【県税（不動産取得税）、市町村税（事業税、固定資産税）】 

３．（参考）全国の過疎関係市町村数の推移 

区分 時期 全部過疎 みなし過疎 一部過疎 合計 

旧法による過疎地域 R3.3.31 時点 647 25 145 817 

新法による過疎地域 

R3.4.1 時点 650 21 149 820 

R4.4.1 予定 713 14 158 885 

増減 63 ▲7 9 65 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ １ 日 

中山間地域・離島振興特別委員会資料 

地域振興部中山間地域・離島振興課 
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　資　　　 料 　　　１
（総務省作成資料に加筆）



令和２年国勢調査結果に基づく中山間地域の区域指定について 

１．中山間地域活性化基本条例施行規則に定める中山間地域の定義 

（次のいずれかを満たす地域） 

要件１ 過疎法で規定される過疎地域（全部過疎地域）及び一部過疎地域 

要件２ 特定農山村法で規定される特定農山村地域 

要件３ 辺地法で規定される辺地 

要件４ 上記に定める区域と同等に条件が不利である地域として別に定める区域 

２．要件１に基づく中山間地域の指定 

 ・安来市（全部過疎）  ※過疎法第 43 条の規定に基づく 

３．要件２、３に基づく中山間地域の指定 

  ・指定に変更なし 

４．要件４に伴う中山間地域の指定

 ① 中山間地域活性化基本条例施行規則に定める「別に定める区域」の概要

  ○規則第２条第２項 

    第１項に定める区域（過疎地域、特定農山村地域、辺地）のほか、同項に定める区 

域と同等に条件が不利である地域として別に定める区域を中山間地域とする。 

  〔考え方（要件）〕 

 準ずる地域の指定は旧市区町村（S25.2.1 時点）単位 

 過疎地域に準ずる地域*又は特定農山村地域に準ずる地域 

     （ただし、ＤＩＤ（国勢調査の人口集中地区）を含む旧市町村は除く。） 

*高齢者比率又は若年者比率が、過疎地域と特定農山村地域全体の平均以上又は 

平均以下の旧市町村

② Ｒ２国勢調査結果に基づく指定 ※別紙地図のとおり

  〔新たに要件に合致することとなった地域〕 

   忌部村、来待村（松江市） 

東村、遙堪村（出雲市） 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ １ 日

中山間地域・離島振興特別委員会

地域振興部中山間地域・離島振興課
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「島根県過疎地域持続的発展計画」について 

（11 月議会以降の修正箇所） 

１．パブリックコメントの実施状況 

・ 令和 3 年 12 月 27 日から令和 4年 1月 31 日にかけてパブリックコメントを実施したが、計画の素案に寄せられた意見はなかった。

２．11 月議会以降の修正箇所 

・ 11 月議会での指摘を踏まえて、以下のとおり修正を行っている。 

No 修正項目 ご意見・対応 修正後の記載 該当頁

１ ２ ． 人材 の育

成 、 移 住 ・ 定

住、地域間交

流の促進 

（ご意見） 

U ターン・I ターン施策については、ふるさと島

根定住推進事業としてまとめて記載されてい

るが、目標は分かれている。分けて記載をする

べきではないか。 

（対応） 

本文中において、記載することで明確にした。

（本文）【文言追記】 

こうした流れの中、Ｕターンの促進については、県外にいる出身者に県内の仕事や

企業の魅力などの情報発信等を通じて就職を支援するとともに、Ｉターンの促進につ

いては、島根の豊かな暮らしのＰＲや農山漁村での産業体験、職業や住居のあっせ

んなどにより、着実なＵターン・Ｉターン希望者の受入に取り組む。

３ 

２ ２ ． 人材 の育

成 、 移 住 ・ 定

住、地域間交

流の促進 

（ご意見） 

空き家対策やそれに類する記載等を盛り込む

べきではないか。 

（対応） 

空き家の改修・活用に係る記載、事業及び目

標について追加。 

（本文）【文言追記】 

移住・定住者向けの住まいについては、市町村と連携し良質な住宅の新築や空き

家の改修・活用などを進めることで、多様なニーズに対応した住宅を確保し定住につ

なげる。 

（事業）【追加】 

・ しまね定住推進住宅整備支援事業 

・ 中山間地域総合対策推進事業（中山間地域空き家対策モデルの推進）  

（目標）【追加】 

・ しまね定住推進住宅整備支援事業により新築又は空き家改修した住宅への入

居者数【当該年度 4月～3 月】

・ 地域の多様な主体が連携して流通・活用した空き家数【当該年度 4月～3 月】 

３ 

５ 

６ 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ １ 日

中山間地域・離島振興特別委員会資料

地域振興部中山間地域・離島振興課

※修正箇所は青字で表記
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No 修正項目 ご意見・対応 修正後の記載 該当頁

３ ３．産業の振興 （ご意見） 

農林水産省で、新規就農の新たな事業を始

める報道があるが、反映する必要があるので

はないか。 

（対応） 

該当の事業について、島根県においても実施

をすることとしたため、事業概要を修正した。 

（事業） 

・ 農業次世代人材投資事業 

（事業概要） 

就農準備のための研修と就農後の早期の経営確立、定着を図るため資金を交付 

【就農準備】 

交付額：最大 150 万円/年（最長 2 年間） 

【経営開始】 

交付額：最大 150 万円/年（最長 5 年間） 

※R4 年度から 150 万円/年を最長 3 年間交付に加え、施設・機械の整備

支援（国費最大 500 万円）を追加

９ 

・ 目標について、以下のとおり項目の追加と目標値等の修正を行っている。 

No 修正項目 修正後の記載 該当頁

１ ２．人材の育

成、移住・定住、

地域間交流の

促進 

以下の目標について、島根創生計画に合わせて上方修正。 

指標名 現状 
目標 

R3 年度 R4 年度 R5年度 R6年度 R7 年度 単位 形状分類 

女性就職相談窓口を利用した女性の就職

者数 
244 200 

（215） 

↓

230 

（230） 

↓

250 

（245） 

↓ 

265 

（260） 

↓

265 

人 単年度値 

６ 

2 ３．産業の振興 以下の目標について、追加。 

指標名 現状 
目標 

R3 年度 R4 年度 R5年度 R6年度 R7 年度 単位 形状分類 

過去5年間に地域商業等支援事業を活用し

た事業者の存続率 
93.7 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 ％ 単年度値 

１２
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No 修正項目 修正後の記載 該当頁

3 ３．産業の振興 以下の目標の現状値について、修正。 

指標名 現状 
目標 

R3 年度 R4年度 R5 年度 R6 年度 R7年度 単位 形状分類 

自然公園の利用者数 

（当該年度 12 月末時点）
8,824 14,900 26,500 37,500 47,900 58,300 千人 累計値 

１２

３．策定スケジュール 

３月中  策定、公表（HP 掲載）、主務大臣へ提出 
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令和４年度末に期限を迎える離島振興法について 

１．法律の概要 

○Ｓ２８年に議員立法により成立（１０年の時限立法） 

○その後、１０年ごとに改正・延長が行われ、現行の「離島振興法の一部を改正 

する法律」は、Ｈ２４年６月可決、成立 

○法律に基づき、国は、「離島振興基本方針」を策定し、方針に基づき、都道県は 

「離島振興計画」を策定 

２．法の延長・拡充に向けた状況 

（１）県の活動 

  ①重点要望（Ｒ３年６月、１１月） 

  ②中国地方知事会「国の施策に関する提案書」（Ｒ３年８月） 

  ③離島振興法改正・延長実現に関する特別要望書（Ｒ３年１１月） 

（離島関係４団体合同） 

（２）国等の動き 

  ○自由民主党離島振興特別委員会 

   １月～ 関係省庁から、政策課題に関するヒアリング 

２月～ 「新しい離島振興の基本方針（大綱）」をとりまとめ 

３．今後の主な流れ 

時期 国 県 

Ｒ４年６月 改正離島振興法成立  

   ８月  第１回離島総合振興会議 

 ・離島振興計画（骨子案）協議

   ９月 離島振興基本方針骨子（案） 県議会へ骨子案報告 

   11 月  第２回離島総合振興会議 

・離島振興計画（素案）協議 

   12 月  県議会へ素案報告 

Ｒ５年１月 離島振興基本方針（案） パブリックコメント 

   ２月  県議会へ案報告 

   ３月 離島振興基本方針告示 国へ計画案提出・計画策定 

   ４月 改正離島振興法施行  

※国のスケジュールは、前回（Ｈ24）ベースを想定 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ １ 日

中山間地域・離島振興特別委員会資料

地域振興部中山間地域・離島振興課

法に基づく施策により、社会基盤の整備や産業の振興、移住・定住施策等が実施さ

れ、本土との格差是正や地域の振興が図られてきた。 
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生活交通ネットワーク総合支援事業の見直しについて 

１．見直し案の概要 

地域の実情に合った効率的な運行形態への転換を促すため、生活交通ネットワーク 

  総合支援事業の見直しを行う。

（１）地域間準幹線系統確保維持費補助金（従来の広域バス補助）・・１１路線、２４系統  

 【新制度案】 

  ・複数市町村に跨がる系統のうち、輸送量が少ないため、幹線（国庫補助）の対象とな 

   らない系統（ただし、１日輸送量１人以上の系統に限る）の運行欠損額に対し、運行 

   費用の７割を補助対象額の上限として助成（補助率：県１／２、市町村１／２） 

（２）生活交通確保対策交付金 ・・２６６路線、５５０系統 

 【新制度案】 

・ 幹線及び広域の補助対象以外の系統を対象とし、市町村が負担する運行欠損額に対

し、運行費用の８割を補助対象額の上限として助成（補助率：県１／３） 

運行欠損額の算出にあたっては、キロあたり運行単価上限として東中国ブロック単

価を設定 

・ 収支率が 5%未満の系統については、県内のモデル事例を参考に、地域生活交通再構

築実証事業を活用するなどして見直しを支援 

・ 路線バス・デマンド交通の運行を見直し、その代替として実施する「タクシー利用

助成（乗用）」を対象に追加（補助率：県１／２） 

〔補助要件〕 

  下記のすべての要件を満たすタクシー利用助成に対し、市町村が負担する額の 1/2 を助成 

   （1市町村あたりの補助額上限：5百万円）

  １．過去に路線バス又はデマンド交通により乗合旅客の運送を行っていた地域であること 

    なお、運行本数の見直し（例：昼間の便を削減）により、行政コストの縮減が 

    見込まれる場合は、路線バスとの併存も可能 

  ２．廃止等を行う公共交通との比較を行い、タクシー利用助成の導入により行政コストの  

    抑制が見込まれること 

  ３．地域交通計画を策定済の市町村であること 

  ４．利用者負担が発生すること 

   ・ 制度見直しにより捻出した財源を活用し、予算の上限(154,350 千円)を引き上げる 

２．新制度の適用時期 

   令和４年１０月（県予算は令和５年度から反映） 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ １ 日 

中山間地域・離島振興特別委員会資料 

地 域 振 興 部 交 通 対 策 課 
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県内の生活交通の状況
【参考資料１】

幹線系統補助
18路線、20系統

広域補助（準幹線系統補助）
11路線、24系統

生活交通確保対策交付金
266路線、550系統

乗合バス事業者 乗合バス事業者 市町村

国１／２、県１／２ 県１／２、市町村１／２
県１／３
(再構築実証系統　県１／２)

・複数市町村に跨がる系統
・1日輸送量15人以上
・1日運行回数3回以上
・運行費用の45%が補助対象
　上限

（見直し後）
・複数市町村に跨がる系統
・1日輸送量1人以上
・運行費用の70%が補助対象
　上限

（見直し後）
・有償で運行する系統
・運行費用の80%が補助対象
　上限

国：山陰単価   R2  247.33円
県：東中国単価 R2  289.38円 東中国単価 R2  289.38円 東中国単価 R2  289.38円

26.5人 1.8人 －

80,234人 7,289人 3,876人

259円 224円 357円

65.0% 29.2% 20.2%

 R3当初 120,616千円 64,192千円 181,628千円

 R5予算見込 現状維持 減額 増額

*①～④はR2年度実績値

〔参考〕
県予算額

補助要件

①　１日輸送量／系統

②　年間輸送人員／系統

④　収支率／系統

③　キロあたり運行費用／系統

補助率

交付対象

キロあたり運行上限単価

1
6



デマンド交通とタクシー利用助成の比較（試算）
【参考資料２】

１．吉賀町　大野原・木部谷地域

見直し前
デマンド交通　R元実績
大野原・木部谷地域から柿木地域へ運行

見直し後
タクシー利用助成　R2実績
大野原・木部谷地域から吉賀町内全体への移動が対象

*運行収益は同一事業者間で系統間按分調整を行っている

２．美郷町　明塚地域

見直し前
デマンド交通　R元実績
明塚地域から粕渕地域へ運行

見直し後
タクシー利用助成　R2実績
明塚地域から粕渕地域への移動が対象

  ・乗車料金　  　           300円
　・年間運行回数　　　　　　　69回
　　（年間輸送人員            81人）
　・運行費用　         1,021,000円

　・運行収益　　          27,000円*

　・収支率　　              2.6 ％
　・行政負担額           994,000円

　・乗車料金　  　       　　400円
　・年間運行回数　　　　　　 191回
  　（年間輸送人員     　　255人）
　・運行費用　       　2,781,000円
　・運行収益　　       　102,000円
　・収支率　　          　　3.7 ％
  ・行政負担額       　2,679,000円

　・助成上限　 ～R2.9 月7,500円（1,500円×5枚）
　　　　　　   R2.10～月8,000円（1,000円×8枚）
　・平均個人負担額　　　　476円
　・年間のべ利用回数　　  235回（実人数　15人）

　・利用総運賃　　　　766,520円
　・個人負担総額　　　111,930円
　・運賃負担率　　　　　 14.6％
  ・行政助成額　　　　654,590円

　・助成上限　　　　　　月8回（片道で1回）
　・乗車個人負担　　 　 　400円（固定）
　・年間のべ利用回数 　　 192回（実人数　5人）

　・利用総運賃　　　  406,560円
　・個人負担総額　　 　76,800円
　・運賃負担率　　　 　　18.9％
  ・行政助成額　　　  329,760円
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市町村名
旧59市町村
単位

路線名 運行形態の別 運行主体
道路運送法
の種別

走行距離
（km）

輸送人員
（人）

運行収入
（千円）

運行費用
（千円）

欠損額
（千円）

交付金額
（千円）

収支率

浜田市 三階・長見 区域 （有）Fromハート 一般乗合 4,562 221 66 3,329 3,263 321 2.0%

芸北千代田線 定時定路線 (有)総合企画コーポレーション 一般乗合 5,040 27 43 1,176 1,133 71 3.7%

美又 区域 （有）Fromハート 一般乗合 2,496 169 50 1,108 1,058 56 4.5%

久佐 区域 （有）Fromハート 一般乗合 2,305 144 43 1,020 977 98 4.2%

木田線 定時定路線 （有）Fromハート 市町村有償 1,836 5 1 177 176 4 0.6%

坂本・都川 区域 （有）Fromハート 一般乗合 315 14 4 134 130 65 3.0% *1

安城・杵束 区域 （有）弥栄総合企画 一般乗合 1,416 68 20 541 521 35 3.7%

田野原・的野１ 区域 （有）弥栄総合企画 一般乗合 1,003 54 16 385 369 37 4.2%

田野原・的野２ 区域 （有）弥栄総合企画 一般乗合 1,153 56 16 440 424 42 3.6%

黒沢矢原線３ 定時定路線 ㈱大新東 市町村有償 5,527 134 19 920 901 90 2.1%

黒沢矢原線４ 定時定路線 ㈱大新東 市町村有償 980 36 5 163 158 16 3.1%

出雲市 平成温泉線 定時定路線 ㈲スサノオ観光 一般乗合 3,312 50 8 756 748 40 1.1%

塩津線 定時定路線 (一財)出雲市都市公社 市町村有償 52,656 5,407 515 12,035 11,520 618 4.3%

鹿園寺線 定時定路線 (一財)出雲市都市公社 市町村有償 14,665 2,145 156 3,352 3,196 171 4.7%

大社町 うさぎ線 定時定路線 ㈲出雲観光タクシー 一般乗合 3,495 30 11 845 834 38 1.3%

大呂線
定時定路線
一部路線不定期

㈲スサノオ観光 一般乗合 2,877 309 61 1,528 1,467 69 4.0%

朝原線 路線不定期 ㈲スサノオ観光 一般乗合 172 32 4 136 132 7 2.9%

原田線 路線不定期 ㈲スサノオ観光 一般乗合 960 135 27 658 631 26 4.1%

三隅町

金城町

浜田市

出雲市

佐田町

令和２年度　「生活交通確保対策交付金」対象のうち収支率５％未満の系統一覧

旭町

弥栄村

平田市

＊2

【参考資料３】

＊2
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市町村名
旧59市町村
単位

路線名 運行形態の別 運行主体
道路運送法
の種別

走行距離
（km）

輸送人員
（人）

運行収入
（千円）

運行費用
（千円）

欠損額
（千円）

交付金額
（千円）

収支率

有田・河内線 定時定路線 日本交通㈱ 一般乗合 3,741 286 29 2,656 2,627 251 1.1%

松原・河成・虫追 区域 益田タクシー㈱ 一般乗合 306 236 18 492 474 46 3.7%

栃山・岩倉線 路線不定期 益田タクシー㈱ 一般乗合 2,599 211 31 1,254 1,223 117 2.5%

滑線 定時定路線 日本交通㈱ 一般乗合 980 139 14 1,078 1,064 103 1.3%

千振・種 区域 益田タクシー㈱ 一般乗合 111 40 4 175 171 17 2.3%

桂ヶ平・黒周 区域 第一交通㈱ 一般乗合 6,763 301 54 4,309 4,255 407 1.3%

羽原・中垣内線 定時定路線 石見交通（株） 市町村有償 5,940 995 78 1,846 1,768 145 4.2%

二条・後溢線 定時定路線 石見交通（株） 市町村有償 25,988 573 107 9,651 9,544 769 1.1%

山折・乙子線 定時定路線 石見交通（株） 市町村有償 9,352 40 135 2,906 2,771 220 4.6%

金山・宇治・津田線 定時定路線 石見交通（株） 市町村有償 15,743 1,802 202 4,894 4,692 377 4.1%

美都町 三谷・久原 区域 第一交通㈱ 一般乗合 85 14 3 106 103 10 2.8%

石谷線 路線不定期 中田自動車整備センター 市町村有償 10,364 201 56 7,031 6,975 579 0.8%

道川線 路線不定期 中田自動車整備センター 市町村有償 3,394 28 7 2,326 2,319 227 0.3%

温泉津線 定時定路線 大田市 市町村有償 1,355 39 4 155 151 19 2.6%

井田線１ 定時定路線 大田市 市町村有償 3,340 0 0 381 381 50 0.0%

井田線２ 定時定路線 大田市 市町村有償 12,824 2,516 47 1,463 1,416 184 3.2%

井田線３ 定時定路線 大田市 市町村有償 13,777 24 0 1,571 1,571 204 0.0%

井田線４ 定時定路線 大田市 市町村有償 413 2 0 47 47 6 0.0%

井田線５ 定時定路線 大田市 市町村有償 5,499 774 15 627 612 80 2.4%

広瀬・奥田原線 定時定路線 大新東㈱ 市町村有償 17,766 908 122 3,666 3,544 371 3.3%

広瀬・西比田線 定時定路線 大新東㈱ 市町村有償 28,974 1,979 266 5,978 5,712 168 4.4%

西比田線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 5,575 8 4 943 939 29 0.4%

西比田線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 9,436 20 10 1,595 1,585 51 0.6%

草野・安来線 定時定路線 大新東㈱ 市町村有償 17,159 565 76 3,540 3,464 321 2.1%

福富・米子線 定時定路線 大新東㈱ 市町村有償 7,242 513 69 1,494 1,425 147 4.6%

益田市

益田市

大田市 温泉津町

安来市

広瀬町

伯太町

匹見町

＊2
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市町村名
旧59市町村
単位

路線名 運行形態の別 運行主体
道路運送法
の種別

走行距離
（km）

輸送人員
（人）

運行収入
（千円）

運行費用
（千円）

欠損額
（千円）

交付金額
（千円）

収支率

江津市
生活路線代替線
（井沢峠跡市）

定時定路線 江津市 市町村有償 4,645 330 62 2,028 1,967 187 3.0%

鹿賀線 定時定路線 江津市 市町村有償 7,070 95 36 2,369 2,333 148 1.5%

三田地線 定時定路線 江津市 市町村有償 564 27 5 189 184 21 2.9%

長戸路線 定時定路線 江津市 市町村有償 1,517 5 1 508 507 58 0.2%

谷線 定時定路線 江津市 市町村有償 941 49 10 315 305 35 3.1%

下の原線 定時定路線 江津市 市町村有償 538 20 4 180 176 20 2.2%

阿用・久野線１ 定時定路線 雲南市 市町村有償 9,051 1,130 26 1,788 1,762 246 1.5%

阿用・久野線２ 定時定路線 雲南市 市町村有償 7,272 490 11 1,436 1,425 123 0.8%

阿用・久野線３ 定時定路線 雲南市 市町村有償 9,341 252 6 1,845 1,839 257 0.3%

阿用・久野線４ 定時定路線 雲南市 市町村有償 5,373 137 3 1,061 1,058 148 0.3%

阿用・久野線５ 定時定路線 雲南市 市町村有償 566 49 1 112 111 15 0.9%

阿用・久野線６ 定時定路線 雲南市 市町村有償 1,123 27 1 222 221 31 0.5%

北原線７ 定時定路線 雲南市 市町村有償 18,752 645 59 3,783 3,724 506 1.6%

北原線９ 定時定路線 雲南市 市町村有償 15,424 1,672 153 3,111 2,958 413 4.9%

北原線１３ 定時定路線 雲南市 市町村有償 16,688 903 82 3,366 3,284 457 2.4%

北原線１４ 定時定路線 雲南市 市町村有償 2,094 111 10 422 412 58 2.4%

北原線１５ 定時定路線 雲南市 市町村有償 2,036 114 10 411 401 56 2.4%

北原線１６ 定時定路線 雲南市 市町村有償 17,074 1,749 160 3,444 3,284 458 4.6%

北原線１７ 定時定路線 雲南市 市町村有償 17,568 1,517 139 3,544 3,405 475 3.9%

木次三刀屋線９ 定時定路線 雲南市 市町村有償 1,562 47 4 315 311 43 1.3%

木次三刀屋線１０ 定時定路線 雲南市 市町村有償 1,610 110 10 325 315 44 3.1%

木次三刀屋線１１ 定時定路線 雲南市 市町村有償 1,183 30 3 239 236 33 1.3%

桜江町

雲南市

大東町

木次町

木次・
三刀屋

江津市

＊2
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市町村名
旧59市町村
単位

路線名 運行形態の別 運行主体
道路運送法
の種別

走行距離
（km）

輸送人員
（人）

運行収入
（千円）

運行費用
（千円）

欠損額
（千円）

交付金額
（千円）

収支率

佐白線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 5,796 28 14 980 966 133 1.4%

西比田線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 5,575 8 4 943 939 92 0.4%

西比田線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 9,436 20 10 1,596 1,586 153 0.6%

馬木線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 4,235 8 4 716 712 99 0.6%

馬木線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 4,959 80 40 839 799 107 4.8%

鳥上線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 8,247 128 64 1,395 1,331 160 4.6%

八川線 定時定路線 奥出雲交通 一般乗合 9,796 116 58 1,657 1,599 214 3.5%

佐田線 定時定路線 飯南町 市町村有償 59,141 1,572 235 12,928 12,693 2,009 1.8%

頓原 区域 とんばら総合開発 一般乗合 13,291 1,237 258 6,675 6,417 3,209 3.9% *1

志々 区域 とんばら総合開発 一般乗合 23,186 1,492 249 6,680 6,431 3,216 3.7% *1

赤名畑田線 定時定路線 飯南町 市町村有償 2,290 125 18 500 482 73 3.6%

来島 区域 赤来交通 一般乗合 11,639 1,947 273 10,330 10,057 5,029 2.6% *1

赤名 区域 赤来交通 一般乗合 4,775 330 185 7,948 7,763 3,882 2.3% *1

三原 区域 邑智自動車(有) 一般乗合 7,391 491 147 3,767 3,620 597 3.9%

東部 区域 邑智自動車(有) 一般乗合 1,657 116 35 1,783 1,748 285 2.0%

信喜 区域 駅チョンタクシー㈲ 一般乗合 3,402 502 201 6,320 6,119 544 3.2%

乙原 区域 駅チョンタクシー㈲ 一般乗合 1,274 203 81 2,367 2,286 395 3.4%

明塚 区域 駅チョンタクシー㈲ 一般乗合 1,254 109 44 1,105 1,061 183 3.9%

布施デマンド 区域 大和観光㈱ 一般乗合 671 20 8 800 792 396 1.0% *1

布施線 定時定路線 大和観光㈱ 一般乗合 27,565 3,342 160 6,073 5,913 2,956 2.6% *1

布施線 定時定路線 大和観光㈱ 一般乗合 3,095 9 3 1,808 1,805 165 0.1%

川本町

美郷町

邑智町

仁多町

横田町

奥出雲町

頓原町

大和村

仁多・横田

赤来町

飯南町

川本町
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市町村名
旧59市町村
単位

路線名 運行形態の別 運行主体
道路運送法
の種別

走行距離
（km）

輸送人員
（人）

運行収入
（千円）

運行費用
（千円）

欠損額
（千円）

交付金額
（千円）

収支率

宇都井口羽線 定時定路線 邑南町 市町村有償 16,711 79 12 6,737 6,725 1,086 0.2%

引城 区域 邑南町 市町村有償 189 44 10 2,127 2,117 342 0.5%

江平上ヶ畑 区域 邑南町 市町村有償 3 2 0 70 70 11 0.0%

羽須美・瑞穂
・石見

口羽矢上線 定時定路線 邑南町 市町村有償 36,849 1,841 233 9,687 9,454 1,440 2.4%

瑞穂インター線 定時定路線 邑南町 市町村有償 5,278 134 20 1,073 1,053 162 1.9%

町営ふくし号
高原線

定時定路線 邑南町 市町村有償 6,870 151 24 1,326 1,302 210 1.8%

沼原 区域 （株）フォーブル 一般乗合 8,918 189 37 4,702 4,665 2,333 0.8% *1

吹野中曽野線 定時定路線 タチバナサイクル 市町村有償 18,402 464 85 4,201 4,116 653 2.0%

長福中山線 路線不定期 タチバナサイクル 市町村有償 297 14 3 68 65 11 4.4%

野中線 定時定路線 エムティサービス社 市町村有償 19,413 875 160 4,139 3,979 646 3.9%

椛谷 区域 有限会社柿木産業 一般乗合 10,032 411 112 3,561 3,449 526 3.1%

大井谷・杉山・下須 区域 有限会社柿木産業 一般乗合 4,368 239 72 1,551 1,479 239 4.6%

六日市線 定時定路線 岩国市 一般乗合 10,278 14 68 2,245 2,177 105 3.0%

六日市線 定時定路線 岩国市 一般乗合 30,284 1,723 202 6,615 6,413 260 3.1%

六日市線 定時定路線 岩国市 一般乗合 10,829 71 72 2,365 2,293 111 3.0%

海士町 海士町 豊田線２ 定時定路線 隠岐海士交通（株） 一般乗合 16,640 1,451 213 5,348 5,135 856 4.0%

西ノ島町 西ノ島町 西ノ島線１ 定時定路線 大新東（株） 一般乗合 19,896 709 89 6,127 6,038 1,072 1.5%

都万村
都万診療所
循環線（蛸木）

定時定路線 ㈲齋藤石油 市町村有償 2,406 50 13 706 693 108 1.8%

都万村
都万診療所
循環線（歌木）

定時定路線 ㈲齋藤石油 市町村有償 1,224 52 16 360 344 54 4.4%

長尾田線 路線不定期 ㈲マスダ 一般乗合 174 21 2 64 62 10 3.1%

五箇循環線 定時定路線 福祉タクシーさかえ 市町村有償 36,421 1,198 120 5,317 5,197 793 2.3%

瑞穂町

六日市町

邑南町

羽須美村

津和野町 津和野町

吉賀町

柿木村

隠岐の島町

五箇村

＊2
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*1 の交付金額は、 県の地域生活交通再構築実証事業を経て本格運行に至った路線（本格運行開始後４年間に限り助成率１/２、財政力補正による割り落としの対象外）
*2　交付金額の実際の算出にあたっては、市町村単位で合計した数値に調整率を乗じて求めており、ここに示した数値は試算値である

参考
　①　生活交通確保対策交付金　［Ｒ２決算額　１８２，８９２千円］

事業趣旨　市町村が行うバス路線（デマンド交通を含む）、ＮＰＯ等が行う公共交通空白地有償運送等に対し、市町村の財政規模に応じて、市町村に対して支援
事業内容  運行経費の助成（基本助成率１／３、市町村への配分に係る財政力補正あり）

　②　地域生活交通再構築実証事業補助金　［Ｒ２決算額　５，４３０千円］
事業趣旨  　「小さな拠点づくり」に向けて、輸送需要に応じた最適な交通手段による地域生活交通の再構築を図るため、実証事業等に取り組む市町村を支援
事業内容   実行計画策定、運転免許取得、運転講習受講、車両購入、関連施設整備、実証運行等にかかる経費を支援（助成率２/３、補助対象経費の上限　８，０００千円）
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